
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 835 回 紫波町農業委員会総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 7 月 20 日開催 
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第 835 回紫波町農業委員会総会 議事録 

 

 第 835回紫波町農業委員会総会は、令和 5年 7月 20日、紫波町役場に招集された。 

 

1 開催日時  令和 5年 7月 20日(木）午後 1時 45分から  午後 2時 30分 

 

2 開催場所    紫波町役場 201会議室 

 

3 開会 

 

4 臨時議長就任 

 

5 議事日程 

   日程第 1  仮議席の指定 

    日程第 2   紫波町農業委員会会長の互選について 

日程第 3  紫波町農業委員会会長職務代理者の互選について 

日程第 4  議席の指定について 

   日程第 5  議事録署名委員の指名 

日程第 6  会期の決定 

日程第 7  農地調整小委員会委員及び農政小委員会委員の指名について 

日程第 8  小委員長及び小委員長代理の指名について 

日程第 9  議案第 1号 紫波町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

6 出席委員 12名（仮議席番号） 

1 番  蒲 生 庄 平  君      3 番  大 沼 仁 志  君 

  4 番  鈴 木 芳 勝  君      5 番  山 田  讓   君 

  6 番  佐 藤 武 士  君      7 番  菅 川  正   君 

  8 番  髙 橋 伸 夫  君      9 番  横 沢 一 則  君 

  10 番  佐 藤 廣 志  君      11 番  工 藤 姫 子  君 

  12 番  岡 市 充 司  君 

  

7 欠席委員   2 番 若 菜 千 穂 君 

 

8 遅刻委員   7 番 菅 川  正 君 

     

9  職務のため出席した農業委員会事務局職員 

     事務局長  藤 根 あけみ  君    事務局次長  工 藤 信 吾  君 

     主  任  横  沢  三重子   君 

 

○局長（藤根あけみ君） 

 ただ今から、第 835回紫波町農業委員会総会を開会いたします。 

 今回の総会は、任期満了による任命の後、最初に行われる総会ですので，紫波町農業

委員会等に関する法律第 27条第１項ただし書の規定に基づき、町長の招集によって開

催されるものでございます。 



 

 

 はじめに、臨時議長の選任をいたします。紫波町農業委員会会議規則第 9条では、農

業委員会会長が議長を務めると規定されておりますが、改選後最初の総会でございま

すので、本日の日程第 2 まで議事を進めていただく臨時議長を選任いたします。つき

ましては、農業委員の年長者でございます佐藤廣志委員にお願いすることでいかがで

しょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○局長（藤根あけみ君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、佐藤廣志委員議長席へお願いいたします。 

 

 （佐藤廣志委員が議長席に移動） 

 

○臨時議長（佐藤廣志君） 

 ただ今、臨時議長のご指名いただきました佐藤廣志でございます。 

 会長が決まるまでの間、会議が円滑に進行できますようご協力よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは着席して進行していきたいと思います。 

 議事に入ります前に、出席委員数の報告をいたします。 

 本日の総会の出席委員数は 10名であります。定足数に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

○臨時議長（佐藤廣志君） 

 それでは直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はあらかじめお手元に配布している通りでございます。 

 日程第 1、仮議席の指定を行います。 

 議事進行上、ただいまの着席のとおり指定したいと存じますが、これにご異議ございませ

んか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（佐藤廣志君） 

 ご異議なしと認めます。よって、ただ今の着席のとおり指定いたします。 

 

○臨時議長（佐藤廣志君） 

 日程第 2、紫波町農業委員会会長の互選を行います。 

 会長の選任につきましては、農業委員会等に関する法律第 5 条第 2 項及び紫波町農業委

員会規程第 3 条第 1 項の規定により、委員が互選することになっておりますが、いかなる

方法で互選いたしますか、お諮りいたします。 

 9番、横沢委員。 

○9番（横沢一則君） 

 会長選任にあたり、指名推薦による互選を提案いたします。 

○臨時議長（佐藤廣志君） 

 ただいま、9 番 横沢委員より、会長の互選方法を指名推薦による互選とする提案があり

ました。お諮りいたします。会長の互選方法を指名推薦により行うことにご異議ございませ

んか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（佐藤廣志君） 



 

 

 ご異議なしと認めます。よって、会長の互選方法は指名推薦によるものといたします。 

 それでは、会長候補者の推薦を求めます。 

 9番、横沢委員。 

○9番（横沢一則君） 

 12番、岡市充司委員を推薦いたします。 

○臨時議長（佐藤廣志君） 

 ただいま、9番 横沢委員より、12番 岡市充司委員の推薦がありました。 

 会長の互選は委員全員の同意が必要であります。本案は起立による採決を行います。 

 12番 岡市充司委員を会長に選任することについて、賛成諸君の起立を求めます。 

 （起立全員） 

○臨時議長（佐藤廣志君） 

 起立全員でございます。ご着席ください。 

 よって、推薦のとおり 12番 岡市委員を会長に選任することと決しました。 

 ただいま会長に選任されました岡市委員よりご挨拶をいただきます。 

○12番（岡市充司君） 

 ただいま会長に選任されました岡市充司でございます。これまでの経験を活かし、委員の

皆様方のご協力をいただきながら職務を遂行してまいりたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

    

○臨時議長（佐藤廣志君） 

 ありがとうございます。 

 本職の職務は、これをもって終了いたします。各委員のご協力に対し厚く御礼申し上げま

す。 

 議長交代のため、ここで暫時休憩いたします。 

 

      休憩 午後 1時 52分 

      再開 午後 1時 54分 

 

○議長（岡市充司君） 

 引き続き、会議を再開いたします。 

 日程第 3、紫波町農業委員会会長職務代理者の互選を行います。 

 会長職務代理者の選任につきましては、農業委員会等に関する法律第 5 条第 5 項及び紫

波町農業委員会規程第 5 条の規定により、委員が互選することになってございますが、い

かなる方法により互選いたしますか、お諮りいたします。 

 9番、横沢委員。 

○9番（横沢一則君） 

 指名推薦による互選を提案いたします。 

○議長（岡市充司君） 

 ただいま、9番 横沢委員より、会長職務代理者の互選方法を指名推薦による互選とす

るご提案がありました。お諮りいたします。会長職務代理者の互選方法を指名推薦によ

り行うことにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（岡市充司君） 

 ご異議なしと認めます。よって、会長職務代理者の互選方法は、指名推薦にすることとい



 

 

たします。 

 会長職務代理者候補者の推薦を求めます。 

 9番、横沢委員。 

○9番（横沢一則君） 

 11番、工藤姫子委員を推薦いたします。 

○議長（岡市充司君） 

 ただいま、9番 横沢委員より、11番 工藤姫子委員の推薦がありました。 

 会長職務代理者の互選は委員全員の同意が必要でありますので、本案は起立による採決

を行います。 

 11番 工藤姫子委員を会長職務代理者に選任することについて、賛成諸君の起立を求めま

す。 

  （起立全員） 

○議長（岡市充司君） 

 起立全員であります。よって工藤姫子委員を会長職務代理者に選任することと決しまし

た。ご着席ください。 

 ただいま会長職務代理者に選任されました工藤委員よりご挨拶をいただきます。 

○11番（工藤姫子君） 

 ただ今、会長職務代理者に選任されました工藤姫子と申します。会長を補佐し、農業委員

職務を遂行したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（岡市充司君） 

 日程第 4、議席の指定を議題といたします。 

 議席は、紫波町農業委員会会議規則第 8条第 1項の規定により議長において指定いた

します。 

 議席の番号、委員の氏名を事務局長に朗読させます。 

○事務局長（藤根あけみ君） 

 それでは、朗読いたします。紫波町農業委員会会議規則第 8条第 1項の規定により議席

を次のように定めるものでございます。 

 議席番号 1番蒲生庄平委員、2番若菜千穂委員、3番大沼仁志委員、4番鈴木芳勝委員、

5番山田讓委員、6番佐藤武士委員、7番菅川正委員、8番髙橋伸夫委員、9番横沢一則委員、

10番佐藤廣志委員、11番工藤姫子委員、12番岡市充司委員。以上です。 

○議長（岡市充司君） 

 ただいまの朗読のとおり議席を指定いたします。 

 なお、議事進行の都合上、仮議席から本議席への移動は行いません。 

 

○議長（岡市充司君） 

 日程第 5、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、紫波町農業委員会会議規則第 30条の 2の規定により、当職から 1番

蒲生庄平委員、3番大沼仁志委員を指名いたします。 

 

○議長（岡市充司君） 

 日程第 6、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本総会の会期は、本日一日間といたしたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 



 

 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（岡市充司君） 

 ご異議なしと認めます。よって会期は本日一日間と決定いたしました。 

 

○議長（岡市充司君） 

 日程第 7、農地調整小委員会委員及び農政小委員会委員の指名を行います。 

 紫波町農業委員会小委員会規程第 5 条により、農地調整小委員会委員及び農政小委員会

委員の指名は、会長が総会に諮って指名することとなっておりますが、ここで暫時休憩いた

します。 

 

     休憩 午後 2時 05分 

     再開 午前 2時 08分 

 

○議長（岡市充司君） 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 農地調整小委員会委員及び農政小委員会委員の氏名を、事務局長に朗読させます。 

 藤根事務局長。 

○事務局長（藤根あけみ君） 

 それでは、朗読いたします。 

 紫波町農業委員会小委員会規程第 5条第 1項の規定により農地調整小委員会委員、及び、

農政小委員会委員を次のように指名します。 

 初めに農地調整小委員会です。蒲生庄平委員、大沼仁志委員、山田讓委員、菅川正委員、

髙橋伸夫委員、佐藤廣志委員、以上 6名でございます。 

 農政小委員会でございます。若菜千穂委員、鈴木芳勝委員、佐藤武士委員、横沢一則委員、

以上 4名でございます。 

○議長（岡市充司君） 

 農地調整小委員会委員及び農政小委員会委員の指名については、ただいま事務局長が朗

読したとおり指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（岡市充司君） 

 ご異議なしと認めます。よって指名のとおり決定いたしました。 

 

○議長（岡市充司君） 

 日程第 8、農地調整小委員会小委員長及び小委員長代理、農政小委員会小委員長及び小委

員長代理の指名を行います。 

 紫波町農業委員会小委員会規程第７条第２項の規定により、小委員長及び小委員長代理

は、会長が総会に諮って指名することとなっておりますが、ここで暫時休憩いたします。 

 

     休憩 午後 2時 12分 

     再開 午後 2時 15分 

 

○議長（岡市充司君） 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  



 

 

小委員長及び小委員長代理の氏名を、事務局長に朗読させます。 

 藤根事務局長。 

○事務局長（藤根あけみ君） 

 それでは、朗読いたします。 

 農地調整小委員会小委員長 佐藤廣志委員、小委員長代理 菅川正委員。 

 農政小委員会小委員長 横沢一則委員、小委員長代理 佐藤武士委員。以上です。 

○議長（岡市充司君） 

 小委員長及び小委員長代理の指名については、ただいま事務局長が朗読したとおり

指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、指名のとおり決定いたしました。 

 ここで、各小委員長及び小委員長代理から、ご挨拶をいただきます。 

 初めに農地調整小委員長及び小委員長代理からお願いいたします。 

○10番（佐藤廣志君） 

 ただ今、農地調整小委員長ということでご指名をいただきました、佐藤廣志です。 

 皆様のご協力をいただきながら職責を全うしてまいりたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○7番（菅川正君） 

 農地調整小委員長代理の指名をいただきました、菅川正です。 

 農地法令に則し、職責を果たしてまいります。皆様のご協力をいただきながら進めてまい

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（岡市充司君） 

 続きまして、農政小委員長及び小委員長代理にお願いいたします。 

○9番（横沢一則君） 

 ただ今、農政小委員長のご指名をいただいた横沢一則です。委員の皆様のご協力いただき

ながら職務を遂行していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○6番（佐藤武士君） 

 農政小委員長代理に指名いただきました、佐藤武士です。 

 農政は初めてでありますが、皆さんのご協力をいただきながら職務を遂行していきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

  

○議長（岡市充司君） 

 日程第９、議案第１号紫波町農地利用最適化推進委員の委嘱について、を議題といたしま

す。 

 事務局の説明を求めます。 

 藤根事務局長。 

○事務局長（藤根あけみ君） 

 それではご説明いたします。 

 農業委員会に関する法律第 19条の規定により、令和 5年 4月 3日から 5月 1日まで募集

を行ったところ 11名の推薦と 7名の応募がありました。 

 推薦と応募の内容は資料のとおり公表いたしております。 

 それでは地区と氏名を読み上げます。      

  (議案書朗読) 

 この 18名を候補者として 5月 22日、運営委員による事前審査を実施いたしました。 



 

 

推薦理由、応募理由、経歴、欠格事項など確認した結果、推薦及び応募の結果を尊重するこ

とに異議がなく、全員適格であるとご判断をいただいております。 

 委嘱の日は令和 5年 7月 24日を予定しています。  

○議長（岡市充司君） 

 事務局の説明が終わりました。本案は人事案件であるため、質疑等を省略し、直ちに採決

することといたします。 

 議案第 1号 紫波町農地利用最適化推進委員を委嘱することについて、原案のとおり決す

るにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（岡市充司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって議案第 1号は原案のとおり決定いたしました。 

  

○議長（岡市充司君） 

 以上、本日予定しておりました日程のすべてを終了いたしました。これをもちまして、第

835回紫波町農業委員会総会を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

午後 2時 30分 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    紫波町農業委員会会議規則第 30条第2 項の規定により署名する。 
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